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 平成１９年１２月に、城原川未来づくり懇談会では「城原川かわづくりプラン」を

策定した。そのプランを元に詳細なアクションプラン（行動計画）を検討するため３

つの分科会が組織された。第１分科会では、安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力

の向上をテーマに、第２分科会では、自然豊かで多様な生物の生息空間の保全をテー

マに、さらに第３分科会では、ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生をテーマ

に議論を重ねてきた。それぞれの分科会には、懇談会メンバー以外にも地域代表や市

民グループ、さまざまな分野の専門家などを新たに加えて、実現可能なアクションプ

ランの策定を進めてきた。それぞれの分科会で約４年間に７回の会議を開き、途中、

他の分科会との連携を取るために２回の合同分科会も開催された。その結果、第１分

科会では６項目１５メニュー、第２分科会では４項目９メニュー、第３分科会では３

項目１２メニューにまとめることができた。それぞれの実施メニューでは、目的、行

動の主体、実施までの準備期間、具体的な行動内容、実施時期、連携が考えられる他

のメニューというように整理し、かわづくりプランを具体的にどう実施していくかを

示すことができた。ただし、この中には河川管理者が業務として当然行っていくべき

河川整備などの項目は除外している。したがって、この行動計画は、いままでのかわ

づくりで不十分になりがちだった項目をかなり多岐に渡って網羅することができた

と思っている。しかしながら、分科会の開催が足かけ４年という長きに渡ったことで、

集中して議論できたかどうかは幾分不安である。それぞれの分科会で７回の会合を終

えた後、第９回城原川未来づくり懇談会で、アクションプランの実行及びフォローア

ップ体制についても議論した。現在のアクションプランは完全なものではなく、今後

改訂作業が必要であると考えている。それは、実際にアクションプランを実施しなが

らそれを見直していくしかない。そのための見直しの役目がフォローアップ会議とい

う場であると考えている。これまで懇談会で議論してきたメンバーを中心として、こ

のフォローアップ会議を年１回程度開催し、アクションプランの実施状況を確認する

とともにアクションプラン自身の見直し作業も同時に続けていきたいと思っている。

アクションプランの実施主体は、行政、消防団、防災士、学校、市民、区長、学識者

など多くの方が参画していくことを想定しており、各方面のご理解とご協力に依る所

が大きい。アクションプランを実施しながら、さまざまな問題点が出てくるものと思

われるが、その時は是非とも本プランの実施に関わられた方々のご意見をできるだけ

多く採り入れて、次の段階にステップアップしていければと考えている。関係各位の

ご協力ならびに忌憚のないご意見をいただければ幸いである。 

 

城原川未来づくり懇談会座長 

 大串 浩一郎

１．はじめに 
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（１）「城原川かわづくり」プランの概要 

１）「城原川かわづくり」プランの目的 

「城原川かわづくり」プランは城原川の洪水などに対する安全性を高めるとともに、

地域の人々に親しまれる川となるよう、城原川の歴史や文化の継承、豊かな自然環境

の保全、川の利用やまちづくりへの貢献などを目指し、今後の城原川の整備の方向性

を示したものです。 

 

２）城原川未来づくり懇談会について 

「城原川未来づくり懇談会」は城原川周辺の住民の代表と学識者の１０名で構成さ

れ、今後の城原川のあり方について議論を行い、将来の城原川のかわづくりに関する

プランを策定するために設立されたものです（懇談会の委員名簿は参考資料に示して

います。） 

 

３）「城原川かわづくり」プラン策定の経緯 

「城原川かわづくり」プランは「城原川未来づくり懇談会」での検討のほか、城原

川沿川の２６地区での地区説明会や神埼市と佐賀市で開催した住民説明会での意見

などをもとに策定しました。 

 

 

２．「城原川かわづくり」プランとは 

城原川未来づくり懇談会 

第１回（平成１8年9月１3日） 

  城原川の現状についての整理 

第３回（平成１8年１１月20日） 

  かわづくりプランの検討 

第２回（平成１8年１0月27日） 

  かわづくりに関する基本事項の検討

第5・6回（平成１9年2月１9日・7月13日） 

  かわづくりプラン（案）の検討 

第４回（平成１9年１月１１日） 

  かわづくりプランの検討（構成の検討）

筑後川水系河川整備計画 
（平成１８年７月２０日） 

子どもアンケート 
沿川の小中学生約3,000人を対象
に城原川への思いを意見聴取 

沿川地区説明会 
沿川の２６地区で「城原川かわづく
り」プランへの意見を聴取 

住民説明会 
神埼市と佐賀市の２会場で「城原川
かわづくり」プランへの意見を聴取 

※アクションプランとは「城原川かわづくり」プラ

ンを具体的に進めるための行動計画のことです。

第7回（平成１9年12月１7日） 

  かわづくりプラン策定 

第8回以降 

アクショプラン策定に向けた取り組み 

パブリックコメント 
神埼市役所，佐賀市役所，筑後川
河川事務所ＨＰにて「城原川かわづ
くり」プランへの意見を聴取 
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「城原川かわづくり」プランについての地域のみなさんの意見を聴取することを

目的に２６会場で説明会を開催しました（延べ２９２人が参加）。 

 

沿川地区説明会日程一覧表（平成 19 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）対象範囲・ゾーン区分 

 

 

「城原川かわづくり」プランの対象範囲は、城原川のうち国土交通省が管理する区

間（直轄
ちょっかつ

管理
かん り

区間
くか ん

）である佐賀江川との合流点から９．１ｋｍまでの区間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

対象範囲 

沿川地区説明会

開催日 地区名 開催日 地区名

四丁目 12月12日 黒津

協和町 12月12日 下直鳥

西小津ヶ里 乙南里

12月18日 小津ヶ里 新宿

12月19日 永歌 大石

12月19日 大門 嘉納

本告牟田 丙太田

山田 12月14日 上直鳥

猪面 用作

利田 柴尾

川寄 小森田

12月21日 犬の目

12月22日 鶴西

12月22日 鶴田

佐賀市 12月16日 蓮池

神埼市神埼町

神埼市千代田町

12月13日

12月14日

12月20日

12月18日

12月20日

12月21日

城原川概要図 

・流域面積：６４．４km2 

 （山地：70％，平地：30％） 

・幹川流路延長：３１．９km 

・流域内人口：約１万人 

（城原川流域委員会資料より） 
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（２）「城原川かわづくり」プランのコンセプト 

１）基本コンセプト 

城原川の歴史や文化、現状と課題などを踏まえ、これからの城原川のかわづくりに

向けた基本コンセプト（かわづくりの基本概念
がいねん

）を定めました。このコンセプトは度重
たびかさ

なる水害から地域の安全を守るとともに、歴史ある水の文化を次世代に伝え、地域の

人々と城原川とのつながりが再生されることを願ったものです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「城原川かわづくり」プランの基本コンセプト 

 
 水と暮らすふるさとを守り、人と川とのつながりを育む 

城原川はこれまでに幾多の水害をもたらし、今もなお洪水や高潮に対する安全

性の向上が求められています。一方、城原川は古くから佐賀平野を潤し、農業用

水や生活用水、遊び・学び・憩いの場として利用されてきましたが、近年の生活

様式や社会構造の変化により、地域との係わりが希薄になってきています。 

これからの城原川のかわづくりは、水害から水と暮らす歴史あるふるさとを守

るとともに、人と川とのつながりを育むことを目指します。 
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２）コンセプトの柱 

「城原川かわづくり」プランの基本コンセプト（かわづくりの基本概念）を実現す

るため、洪水に対する安全性の向上、豊かな自然環境や河川景観の保全と再生、地域

の人々と川とのつながりの再生に向けた３つの柱を定めました。この３つの柱を軸と

して、城原川のこれからのかわづくりを進めます。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①安全に暮らせる基

盤づくりと地域防

災力の向上 

 

洪水に対する安全

性を確保する基盤づ

くりを進めるととも

に、地域を含めた総合

的な防災力を向上さ

せる川づくりを目指

します。 

②自然豊かで多様な

生物の生息空間の

保全 

瀬や淵、干潟環境か

らなる生態系と草堰

やヨシ原が織りなす

川の風景を保全・再生

する川づくりを目指

します。 

③ひとびとの生活と

城原川とのつなが

りの再生 

昔、川は人が集う場

であり地域交流の場

でした。歴史ある水の

文化を次世代に伝え

人と川とのつながり

を再生し、人々に親し

まれる川づくりを目

指します。 

水と暮らすふるさとを守り、人と川とのつながりを育む

「城原川かわづくり」プランの基本コンセプト 

コンセプトの３つの柱 
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３）かわづくりの考え方 
 
 
 

○川の断面拡大や堤防強化などの洪水対策を進め、沿川に暮らす人々の安全を

確保する。 
○地域の人々と自治体、河川管理者などが連携

れんけい

・協働
きょうどう

し、洪水に対して安全

な地域づくりを進める。 
 
城原川は昭和２４年や２８年に大規模な洪水被害を受け、これをきっかけに実施さ

れた災害
さいがい

助成
じょせい

事業
じぎょう

による河川改修が完了して以来、大きな洪水被害はないものの、近

年、集中豪雨の影響を受けてはん濫
らん

注意水位※２２を越すほどの洪水が頻発
ひんぱつ

するなど、

現在でも洪水に対して安全であるとは言いがたい状況にあります。 
そのため、城原川のかわづくりはまず第一に洪水や高潮に対して安全な川にするこ

とが重要です。 
 
城原川を含む筑後川水系

すいけい
※２３の国土交通省が管理する区間（直轄

ちょっかつ

管理
かん り

区間
くか ん

）は、平

成１８年７月２０日に河川整備計画）が策定されました。城原川についても、今後こ

の河川整備計画にもとづいて川の断面の拡大や、洪水の流れを妨げているお茶屋堰や

夫婦
めおと

井
い

樋
び

橋の改築などが実施されます。さらに城原川の堤防は災害助成事業により短

期間で造られており、堤防がどのような土で造られているのか十分に把握されていな

かったため、洪水の際に堤防から漏水する不安があります。このため、堤防の土を調

査して安全性を確認し、必要に応じて堤防を強化することが必要です。 
 
また、日常的な河川の巡視

じゅんし

や堤防・護岸の点検など河川の管理を適切に行うことで、

流
りゅう

路
ろ

の維持や堤防の安全性を保つことが重要であるとともに、万が一、洪水や高潮

によって堤防からの漏水
ろうすい

や護岸の破壊などが生じた場合には、迅速
じんそく

に復旧し、地域の

安全を速やかに回復することが必要です。 
 
城原川には地域を洪水の被害から守るために江戸時代につくられた野越

の こ

しが現存

しています。河川整備計画では城原川の整備目標流量３３０ｍ３／ｓを安全に流すた

めに必要な堤防のかさ上げが計画されていますが、実施にあたっては現存する野越し

が防災上どのような機能を持っているか、周辺の土地の使われ方がどのように変化し

たかなどを十分に調査・検討したうえで、地域全体の合意形成を図ることが重要です。 

①安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上
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洪水対策は長期間にわたって段階的に実施されるものです。このため、対策の途上

段階で洪水が発生したり、あるいは対策が完了した後でも想定していた規模以上の洪

水が発生する可能性は否定できません。このような洪水が発生した場合の対応を川の

断面の拡大や堤防の強化のみで行うのではなく、まちづくりや都市計画と併せた対策

を実施し、総合的に洪水に対して安全な地域にしていくことも重要です。例えば、堤

防に沿って南北に通る防災用の道路を造ることによって、災害時に沿川の住民の避難

路や救援物資の輸送路として利用できるとともに、東西を横切る主要道路と交差する

箇所を一時的な避難場所として利用するなど、地域の安全性を高めることができると

考えられます。 
 
また、川や道路での工事を伴うような対策だけではなく、洪水が発生した場合に地

域の人々が安全に避難できるような体制や、災害時に避難する際の判断材料となる雨

の強さや川の水位などの情報を一般の方でも正確に知ることができるような仕組み

づくりも必要です。 
これらの対策を進めるためには、沿川の地域全体で洪水による被害を最小限に抑え

る力（地域防災力）を向上させていくという観点から、地域の人々や関係自治体、河

川管理者などが連携
れんけい

・協働
きょうどう

して取り組むことが重要です。 
 
 
 

昭和２８年水害直後の神埼橋 

（出典；神埼市役所資料）

昭和２８年洪水直後の神埼橋 



 9

 
 

 
○川の断面拡大などの洪水対策を進める際には、豊かな自然環境や景観との調

和を図るとともに、生物の良好な生息・生育空間を保全・再生する。 
○城原川とその周辺の環濠

かんごう

集落
しゅうらく

やクリークなどを含めた地域全体の生物の生

息・生育場や水環境の改善に取り組み、地域一帯の自然環境を保全・再生す

る。 
○地域の人々の環境への関心を高め、地域全体できれいな城原川を目指した取

り組みを進める。 
 
城原川の自然環境はお茶屋堰の下流と上流で特徴が大きく異なっています。お茶屋

堰より下流では、有明海の潮の影響を受けて川底にガタ土※７が溜まっており、ハゼク

チやハラグクレチゴガニなどの有明海特有の貴重な生物が生息しています。お茶屋堰

より上流には草堰
くさせき

による湛
たん

水
すい
※１５区間が連続し、ツルヨシ、オギなどの抽

ちゅう

水
すい

植物
しょくぶつ

※１

６が茂り、オヤニラミなどの貴重な魚が生息することができる環境が残されており、

穏やかな風景が広がっています。 
 
城原川のかわづくりではさまざまな生物が生息している現在の自然環境を保つこ

とが重要になります。そのため、川の中を掘るなどの洪水対策を行うときにはできる

だけ影響が少なくなるような工法を採用するなど、自然環境との調和を図ることが必

要です。 
そのためには、城原川の自然環境を継続的に調査し、環境の変化や洪水対策の影響

を把握することも重要になってきます。 
また、川の中の環境だけではなく、城原川と水路でつながっている環濠

かんごう

集落
しゅうらく

※９や

クリークなどを含め、地域全体で生物の生息・生育場を保全する考え方により、沿川

の地域一帯の豊かな環境を保つことが重要です。 
 
城原川の水質は調査によると良好な状態にあると言えますが、よりきれいな水を望

む声が挙がっています。また、ゴミの投棄・ポイ捨てなどが見られ、地域のボランテ

ィアによる清掃活動なども実施されています。そのほか、古くから多くの箇所で草堰

によって川の水を取り入れ、周辺の水路に流していますが、城原川は天井
てんじょう

川
がわ
※５であ

り、普段の水の量が決して多くはないため、状況によっては水を取ることができなく

なることもあります。 

②自然豊かで多様な生物の生息空間の保全 
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 きれいな水を保ち、ゴミのない城原川にするためには地域全体で問題に取り組むこ

とが重要です。例えば、沿川の地域から川に入り込んだり不法投棄されるゴミをその

発生源から減らしたりすることにより、城原川がきれいになります。そのためには、

地域の人々が城原川に親しみを持ち、日常生活の中で城原川を大切にして汚さないと

いう意識が持てるようにすることが重要です。 
しかし、現在の城原川は気軽に川の中や水辺に近づき、川と触れあえるような状態

にはなっていません。地域の人々が城原川に親しみ、接する機会や目にする機会を増

やし、地域の人々からの関心が高く、目の行き届いた川にしていくことも必要です。

川やその周辺の清掃活動や堤防の除草などを沿川の住民と河川管理者が連携
れんけい

・協働
きょうどう

して実施する方策を検討することも考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊かな自然環境の残る城原川 
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○豊かな自然環境を活かし、地域のひとびとが川に親しめる整備を行うととも

に、城原川を訪れる人が増え、川への関心や理解が高まるための仕組みを作

る。 
○上流から下流までが一体となって水利用のあり方について望ましい姿を検

討する。 
○地域のひとびとと関係自治体、河川管理者が対話を重ねることにより、魅力

ある地域づくり・かわづくりを実現する。 
 
 現在の城原川は豊かな自然環境と穏やかな野の川の風景が広がっているものの、ガ

タ土※７が溜まっていたり、堤防や河川敷の植物が背高く生い茂っており、気軽に水辺

に近づくことができません。水辺に近づけるように堤防の斜面に階段が造られている

箇所もありますが、十分に活用されているとは言えません。 
西側の堤防上は歩行者・自転車道路になっていることもあり、散策やジョギング、

通勤・通学路としての利用が多く見られます。かつての城原川では子どもたちが水遊

びをする姿が頻繁
ひんぱん

に見られたそうですが、現在の川の利用は城原川親水公園でイベン

トが開催されている程度です。これは洪水対策が進められたことによって、城原川に

限らず全国の川が水遊びをする環境でなくなってきたこともありますが、社会情勢の

変化により、川で遊ぶことが危険であるという意識が人々に浸透していることもある

と考えられます。 
 
城原川に対して地域の人々が望むものは、まず「洪水に対して安全な川にして欲し

い」ということであり、水辺に近づけることや水遊びができることなど、川に親しむ

ための整備に関する具体的な要望が挙がってくるには至っていません。しかし、潜在

的にはこのような整備が求められているものと考えられます。これは沿川地区説明会

（Ｐ２８参照）で実施したアンケートの結果で「子どもたちが自然体験できる城原川」

を望む声が少なからずあったことからも読み取れます。 
 
城原川が地域の人々に親しめる川となるためには、安全に利用できるような整備を

行うことが前提となるものの、人々が城原川で遊びたい、行きたいと感じられるよう

にすることが重要です。そのためには、川の中や堤防に施設を整備するだけではなく、

城原川の自然を安全に体験できるイベントを実施することなどによって、地域の人々

が城原川を訪れる機会を積極的につくっていくことも必要と考えられます。さらに、

現在、利用が多い散策やジョギングをする際にも、城原川の豊かな自然や美しい風景

を感じられるようにするとともに、城原川への理解も深まるようになることが望まれ

ます。 

③ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生 



 12

 城原川の水は農業用水として利用されており、その多くは草堰
くさせき

によって取り入れら

れていました。以前は草堰やその水の取り入れ口である樋管
ひかん

の運用や構造について厳

格に管理されていましたが、近年では管理に対して関心が低くなっている地域が見受

けられます。 
城原川は天井

てんじょう

川
がわ
※５であり、上流で水を取りすぎると下流の水が少なくなるため、

水が漏れやすい草堰を造ることで取る水の量を調整し、地域全体が水に困らないよう

工夫してきた歴史があります。しかし昨今では草堰を石で固めたりすることによって、

下流への影響を省みず確実に取水できるようにするなど、水利用の秩序が乱れつつあ

るようです。 
このため城原川の水量など問題点を理解し、地域が一体となって河川環境を維持す

るために今後どのようにしていくべきか議論していくことが必要です。 
 
城原川の水利用に関しては、上流から下流まで全体の問題点を理解し、地域が一体

となって今後どのようにしていくべきか議論していくことが必要です。かつて、城原

川は日常のさまざまな場面で生活に関わりのある川でしたが、時代とともに人と川と

のつながりが薄れてきました。現在、自治体、取水者、河川管理者から構成される城

原川水利用懇談会において洪水に対する安全性を向上させつつ河川からの取水を適

正に管理するための議論が行われています。今後も沿川の住民と関係自治体、河川管

理者が連携
れんけい

・協働
きょうどう

のもとで、住民自らも城原川について考え、行動することを通じ

て、より良い川づくりの実現を図らなければなりません 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

城原川親水公園でのリバースクール 
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（３）かわづくりメニュー 

城原川の基本コンセプト（かわづくりの基本概念
がいねん

）やその実現に向けた３つの柱を

もとに、以下のかわづくりメニューを提案します。 

 

 

 

①安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上 

１）流下能力の向上 

２）堤防の強化 

３）地域防災力の向上 

４）まちづくりと一体となった防災対策 

②自然豊かで多様な生物の生息空間の保全 

 ５）多自然川づくり 

 ６）魚道
ぎょどう

の設置 

 ７）環濠
かんごう

集落
しゅうらく

やクリークとのネットワーク構築 

③ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生 

８）水辺の立ち寄りスポットの整備 

 ９）親水拠点の整備 

１０）地域交流の場の整備 

１１）並木の整備 

１２）城原川に関する情報の発信 

１３）リバースクールの実施 

１４）地域と連携
れんけい

した協働
きょうどう

による管理 

 

水と暮らすふるさとを守り、人と川とのつながりを育む



 14

 

（１）「城原川かわづくり」アクションプランの概要 

１）「城原川かわづくり」アクションプランの目的 

「城原川かわづくり」プランは城原川の洪水などに対する安全性を高めるとともに、

地域の人々に親しまれる川となるよう、城原川の歴史や文化の継承、豊かな自然環境

の保全、川の利用やまちづくりへの貢献などを目指し、今後の城原川の整備の方向性

を示したものです。 

 

「城原川かわづくりアクション」プランは、「城原川かわづくり」プランを実現す

べく、市民や行政など関係機関が連携して取り組む項目について、「城原川かわづく

り」アクションプラン（行動計画）としてとりまとめたものです。 

 

２）城原川未来づくり懇談会・分科会について 

 「城原川かわづくりアクション」プランを作成するにあたり、「城原川未来づく

り懇談会」に加え、「城原川未来づくり分科会」を設立しました。 

 

「城原川未来づくり懇談会」は城原川周辺の住民の代表と学識者の１０名で構成さ

れ、今後の城原川のあり方について議論を行い、「城原川のかわづくり」プランを策

定した組織です。 

 

城原川未来づくり分科会は、「城原川かわづくりプラン」を実現するためのアク

ションプランを作成する目的で設置した組織です。 

城原川未来づくり懇談会の下部組織として3つの分科会を設けました。分科会は「城

原川かわづくりプラン」のコンセプトである 3つの柱のテーマごとに設置しました。  

各分科会はアクションプランについて協議し、作成したアクションプラン（案）を

作成した後、城原川未来づくり懇談会で協議・承認を行うという流れで、プランを作

成しました。 

３．「城原川かわづくり」アクションプランとは 
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城原川未来づくり分科会の各分科会に「城原川未来づくり懇談会」の委員が入り、

今後、活動の核となる人材を神埼市と協議・選定し、分科会の委員を構成しました。 
分科会では、城原川周辺の地域の方が中心となりテーマに沿った形で協議を重ねま

した。各分科会には座長を位置づけ、座長のコーディネートで会議を進めました。 
 

 

 

■第1分科会

「安全に暮らせる基盤作
りと地域防災力の向上」
を実現するためのアクションプ
ランを作る組織

■第3分科会

「人々の生活と城原川と
のつながりの再生」を実
現するためのアクションプランを作
る組織

■第2分科会

「自然豊かで多様な生物
の生息空間の保全」を実
現するためのアクションプランを作
る組織

城原川未来づくり懇談会

新しいメンバー 新しいメンバー 新しいメンバー

懇談会メンバー

分科会で作成したアクションプラン（案）について協議・承認

■第1分科会

「安全に暮らせる基盤作
りと地域防災力の向上」
を実現するためのアクションプ
ランを作る組織

■第3分科会

「人々の生活と城原川と
のつながりの再生」を実
現するためのアクションプランを作
る組織

■第2分科会

「自然豊かで多様な生物
の生息空間の保全」を実
現するためのアクションプランを作
る組織

城原川未来づくり懇談会

新しいメンバー 新しいメンバー 新しいメンバー

懇談会メンバー

分科会で作成したアクションプラン（案）について協議・承認
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３）「城原川かわづくり」アクションプラン策定の経緯 

「城原川かわづくり」アクションプランは 4年間で 7回の分科会を開催し、議論を

重ね、合意を得ながら進めてきました。 
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（２）「城原川かわづくり」アクションプランの内容 

１）「安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上」 

に関するアクションプラン 
 

「安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上」では、洪水に対する安全性を確

保する基盤づくりを進めるとともに、地域を含めた総合的な防災力を向上させる川づ

くりを目指します。 

このため、「地域防災力を向上」を行うための取り組みをアクションプランにまと

めました。 

 

 

■「安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上」に関するアクションプラン 

 
コンセプト

(1) 災害拠点の整備 ① 災害時における防災拠点を作る。既存防災拠点の見直し

(2) 防災(危険箇所)マップの活用 ① マイ防災マップの作成と活用

② 防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

(3) 情報提供 ① 防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

② 災害時、市民すべてに防災情報を提供できる仕組みづくり。

③ 過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

④ 標識での水防情報表示

⑤ テレビ等を活用した防災情報提供

(4) 防災教育の実施 ①
学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどのようになるか
伝える

②
災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベントや公民館活動
で防災教育を実施

③ 出水時の映像や写真を編集し、市民に見てもらう機会を作る

④ 避難訓練を定期的に実施する

(5) 組織づくり ① 自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に広める

② 防災士の活用

(６) 安全に暮らせるまちづくり ① 安全に暮らせるまちづくりを考える

メニュー項目

１．安全に暮らせる基盤づく
りと地域防災力の向上

 
 
 
 
 
 

 



 20

メニュー

目　的

行動の主体 行政 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・既往災害を踏まえ、現在の資材備蓄基地の位置について、自治会長（区長）や消

　　防団等へのヒアリングを行い、検討を行う。

　・資材備蓄基地を分散備蓄基地・集中備蓄基地にするのか等、見直し・追加につい

　　て計画実施する。

実施時期

1-(2)-①

1-(2)-②

1-(3)-③

1-(6)-①

１－(１)－①　

災害時における防災拠点を作る。既存防災拠点の見直し

・川の近くに緊急的な災害に対応できるような資材備蓄基地を作
　り、災害に備える。
・過去の災害を踏まえ、避難所が妥当なのか検討し、見直しを行
　う。

ー

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

連携が考えられる
メニュー

マイ防災マップの作成と活用

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

現状の土地利用を踏まえた防災・減災のあり方について

具体的な行動内容

項目：（１）災害拠点の整備
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体
市民、自治会長（区長）、民生
委員、消防団、行政

実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・専門家の助言により、マップ見直し作業を行う。

　・既往災害から法面崩壊、浸水、漏水状況の聞き取り、現地での調査を行う。

　・聞き取った結果やマップの見直し、結果をマイ防災マップ（改訂版）として

　　とりまとめる。

　・作成した防災(危険箇所)マップを各世帯に配布する。

＜自治会長（区長）＞

　・マイ防災マップを見直すため、集落住民を集め、会合を開催する。

　・専門家の助言により、マップ見直し作業を行う。

＜民生委員・消防団＞

　・それぞれの地域での立場から防災(危険箇所)マップに対する意見交換に参加する。

＜行政＞

　・マイ防災マップ見直しへ助言できる専門家を選定する。

　・会合へ出席・助言して貰えるよう、学識者へ調整する。

実施時期

1-(1)-①

1-(2)-②

1-(3)-①

1-(3)-②

1-(3)-③

1-(3)-④

1-(4)-①

1-(4)-②

1-(4)-④

1-(5)-①

1-(5)-②

1-(6)-①

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

災害時、市民すべてに防災情報を提供できる仕組みづくり。

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

安全に暮らせるまちづくりを考える

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどのようになる
か伝える

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベントや公民館活
動で防災教育を実施

避難訓練を定期的に実施する

自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に広める

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

１－(２)－①　

マイ防災マップの作成と活用

・現在作成している集落ごとのマイ防災マップについて、専門家の
　意見を反映しながら、マップの見直しを行う。また、災害に備え、
　法面崩壊や浸水箇所等の危険箇所情報共有を行う。
・作業を通じて、地域住民に対する防災への関心を高める。

なるべく早期に

連携が考えられる
メニュー

標識での水防情報表示

災害時における防災拠点を作る。既存防災拠点の見直し

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

防災士の活用

具体的な行動内容

項目：（２）防災（危険箇所）マップの活用
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体
自治会長（区長）、民生
委員、行政

実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜自治会長（区長）＞

　・防災(避難)行動計画を地域で作成する。

　・地域全体で防災意識を深めるため、多くの地域住民の方々に計画作成に参加して

　　貰えるよう取り組む。

＜民生委員＞

　・それぞれの地域での立場から防災(避難)行動計画作成に参加する。

＜行政＞

　・行動計画作成に向けて、必要な情報等を提供する。

　・行動計画作成時にアドバイスや支援を行う。

実施時期

1-(1)-①

1-(2)-①

1-(3)-①

1-(3)-③

1-(4)-①

1-(4)-②

1-(5)-①

1-(5)-②

1-(6)-①

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

マイ防災マップの作成と活用

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

連携が考えられる
メニュー

自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に
広める

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

災害時における防災拠点を作る。既存防災拠点の見直し

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどの
ようになるか伝える

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベント
や公民館活動で防災教育を実施

１－(２)－②　

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

・平常時より防災(避難)行動を明確にする。
・地域内において行動計画について共通認識する。

なるべく早期に

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

具体的な行動内容

項目：（２）防災（危険箇所）マップの活用
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体
行政、市民、自治会長
（区長）、消防団

実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜行政＞

　・既往の防災情報提供状況や防災情報伝達訓練について、関係者から改善策を聞き取り、

　　見直し、チェック、改善する。

　・防災情報を受け取る仕組みを市民に広報する。

　・防災情報伝達方法の訓練を計画し、実施する。

＜市民＞

　・防災情報を受ける仕組みについて行政に提案する。

　・防災訓練に参加する。

＜自治会長（区長）＞

　・防災訓練への参加を促す。

　・訓練の結果・課題や情報を受け取る仕組み等、市民からの意見を行政に伝える。

＜消防団＞

　・市民のリーダーとして、訓練での指導や誘導を行う。

　・行政へ訓練方法についてアドバイスを行う。

実施時期

1-(2)-①

1-(2)-②

1-(3)-②

1-(3)-③

1-(3)-④

1-(3)-⑤

1-(4)-①

1-(4)-②

1-(4)-④

1-(5)-②

1-(6)-①

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベントや公民館活動で
防災教育を実施

避難訓練を定期的に実施する

防災士の活用

災害時、市民すべてに防災情報を提供できる仕組みづくり。

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

標識での水防情報表示

テレビ等を活用した防災情報提供連携が考えられる
メニュー

１－(３)－①　

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

・迅速な行動に向け、平常時から危機意識を高める。
・出水時、避難勧告や避難指示などの情報を確実に伝達し、速
　やかな避難行動につなげる。

毎年出水期前

マイ防災マップの作成と活用

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

安全に暮らせるまちづくりを考える

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどのようになるか伝
える

具体的な行動内容

項目：（３）情報提供コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり
と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・正確かつ確実に防災情報を市民に伝えられているか現在のシステムを見直し

　   を行う。

　・情報提供するための複数の手法を検討する。

　・自治会長（区長）、消防団等との日常的な情報共有、意思疎通を図る。

　・市民の意見も取り入れた防災情報の提供方法の検討する。

＜市民＞

　・現在の情報伝達の問題点や改善、課題点について行政と話し合う。

実施時期

1-(2)-①

1-(3)-①

1-(3)-③

1-(3)-④

1-(3)-⑤

1-(5)-②

1-(6)-①

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

連携が考えられる
メニュー

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

標識での水防情報表示

テレビ等を活用した防災情報提供

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

マイ防災マップの作成と活用

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

１－(３)－②　

災害時、市民すべてに防災情報を提供できる仕組みづくり

・災害時に円滑に情報が伝達できる仕組みを作る。

なるべく早期に

具体的な行動内容

項目：（３）情報提供
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上

 
 



 25

メニュー

目　的

行動の主体
行政、自治会長（区
長）、消防団

実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜行政＞

　・自治会長（区長）や消防団などに聞き取り調査を行う。

　・集めた情報を集約し、防災教育に役立てる。

　・過去の情報を集約した冊子やパンフレットを作成する。

　・情報を知っていそうな市民を探す。

＜消防団、自治会長（区長）＞

　・行政の聞き取り調査に協力する。　

実施時期

1-(1)-①

1-(2)-①

1-(2)-②

1-(3)-①

1-(3)-②

1-(3)-④

1-(3)-⑤

1-(5)-②

1-(6)-①

標識での水防情報表示

テレビ等を活用した防災情報提供

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

災害時、市民すべてに防災情報を提供できる仕組みづく
り

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

災害時における防災拠点を作る。既存防災拠点の見直し

マイ防災マップの作成と活用

１－(３)－③　

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

・地域住民しかしらないような過去の災害の状況も含めて情報を
　集めることで、今必要な災害対策を導き出す。
・過去の災害状況をまとめたものを後世につたえ、将来起こりう
　る災害に備える。

なるべく早期に

連携が考えられる
メニュー

具体的な行動内容

項目：（３）情報提供
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・誰にでもわかりやすい標識の作成する。

　・効果的な標識の設置場所の検討する。

　・内容、色、デザインを検討する。

　・標識を維持管理する。

　・必要に応じて内容を更新する。

＜市民＞

　・知りたい情報やデザイン等について意見を出す。

実施時期

1-(2)-①

1-(3)-①

1-(3)-②

1-(3)-③

1-(3)-⑤

1-(4)-②

1-(4)-③

1-(4)-④

1-(5)-①

1-(5)-②

1-(6)-①

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

マイ防災マップの作成と活用

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

１－(３)－④　

標識での水防情報表示

・水防について注意喚起する標識を作成する。
・市民が常に標識を目にすることで防災(水防)の意識付けを行う。

ー

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

連携が考えられる
メニュー

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベント
や公民館活動で防災教育を実施

出水時の映像や写真を編集し、市民に見てもらう機会を
作る

避難訓練を定期的に実施する

自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に
広める

災害時、市民すべてに防災情報を提供できる仕組みづく
り

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

テレビ等を活用した防災情報提供

具体的な行動内容

項目：（３）情報提供
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体 行政 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜行政＞

　・災害時、具体的に情報提供する内容を検討する。

　・防災情報を平常時から提供する。

　・平常時にもデモ画面を流すなど、ケーブルテレビ、地ﾃﾞｼﾞ等で情報が得られること

　　を市民に周知する。

実施時期

1-(3)-①

1-(3)-②

1-(3)-③

1-(3)-④

1-(4)-③

1-(4)-④

1-(5)-①

1-(5)-②

1-(6)-①

避難訓練を定期的に実施する

自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に
広める

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

標識での水防情報表示

出水時の映像や写真を編集し、市民に見てもらう機会を
作る

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

災害時、市民すべてに防災情報を提供できる仕組みづく
り

１－(３)－⑤

テレビ等を活用した防災情報提供

・出水時に防災情報を確実に伝える。

－

連携が考えられる
メニュー

具体的な行動内容

項目：（３）情報提供
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体
市民、学校、学識者、行
政

実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・日頃から子どもたちに対して災害について意識的に話をする。

　・子どもに伝えるためには大人たちも意識して災害について学ぶ姿勢をもつ。

　・必要に応じ、地域の過去の災害についての話などが話せるように資料等をまとめる。

＜学校＞

　・子どもたちに教えるべき常識の一つとして災害についても日常的に話をする。

　・過去の地域の災害を学び、防災についての意識を向上させる。

　・年間の授業カリキュラムの中に防災教育を入れる。

　・保護者も防災の知識が得られるような取り組みを行う。

＜学識者＞

　・学校における防災教育に講師として参加する。

＜行政＞

　・学校における防災教育開催に向け、資料提供等の協力を行う。

　・防災の専門家など人材を派遣する。

実施時期

1-(2)-①

1-(2)-②

1-(3)-①

1-(4)-②

1-(4)-③

1-(4)-④

1-(5)-①

1-(5)-②

1-(6)-①

避難訓練を定期的に実施する

自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に広め
る

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベントや公
民館活動で防災教育を実施

出水時の映像や写真を編集し、市民に見てもらう機会を作る

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

マイ防災マップの作成と活用

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

１－(４)－①

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどのようになるか伝え
る

・交通ルールを学ぶように、災害についても子どもたちに学ばせる。
・過去の災害から得た教訓を子どもたちに伝え、災害についての意
　識や認識を深める。

年間を通じていつでも

連携が考えられる
メニュー

具体的な行動内容

項目：（４）防災教育の実施
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上

 
 
 



 29

メニュー

目　的

行動の主体
行政、消防団、自治会長
（区長）、市民の代表

実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・すでにある地域イベントや公民館活動に防災についての内容・講習を盛り込む。

　・防災教育の指導を行う。

　・防災教育のプラン等の作成。

＜消防団＞

　・防災教育の指導者として参加する。

　・防災教育のプラン作成等への協力。

＜自治会長（区長）、市民代表＞

　・防災教育の実施に向けた調整を行う。

　・防災教育への参加呼びかけ。

　・防災教育のプラン作成への協力。

実施時期

1-(2)-①

1-(2)-②

1-(3)-①

1-(3)-④

1-(4)-①

1-(4)-③

1-(4)-④

1-(5)-②

1-(6)-①

出水時の映像や写真を編集し、市民に見てもらう機会を
作る

避難訓練を定期的に実施する

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

標識での水防情報表示

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどの
ようになるか伝える

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

マイ防災マップの作成と活用

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

１－(４)－②

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベントや公民館活動で
防災教育を実施

・多くの人の目に触れる地域イベントや公民館活動のなかで防災教
   育を行うことで、防災に対する啓発を図る。
・地域イベントなどで防災教育を実施することで防災は地域の活動
   の一つであるという認識を広める。

年間を通じていつでも

連携が考えられる
メニュー

具体的な行動内容

項目：（４）防災教育の実施
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体 行政 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜行政＞

　・過去の災害時の映像や写真などのデータを用いて、ビデオの編集を行う。

　・あらゆる機会において作成したビデオを積極的に公開する。

　・資料については各地区での会合やイベント、学校への貸し出し等も行う。

実施時期

1-(1)-①

1-(2)-①

1-(2)-②

1-(3)-③

1-(3)-④

1-(3)-⑤

1-(4)-①

1-(4)-②

1-(5)-①

1-(5)-②

1-(6)-①

マイ防災マップの作成と活用

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

１－(４)－③

出水時の映像や写真を編集し、市民に見てもらう機会を作る

・過去の災害の映像や写真を見ることで、災害の現状を認識する。
・映像や写真を見ることで災害への備えの重要性について意識向
　上を図る。

年間を通じていつでも

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

連携が考えられる
メニュー

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどの
ようになるか伝える

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベント
や公民館活動で防災教育を実施

自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に
広める

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

標識での水防情報表示

テレビ等を活用した防災情報提供

災害時における防災拠点を作る。既存防災拠点の見直し

具体的な行動内容

項目：（４）防災教育の実施
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民、防災士 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜行政＞

　・市民と協力して避難訓練の実施に向けて協議する。

　・訓練の実施日を決め、市民へ通知する。

　・実施後、反省点や課題をまとめ、必要があれば改善し次回に活かす。

＜市民＞

　・訓練に積極的に参加する。

　・行政の求めに応じて、訓練の準備段階から参加し、意見を出す。

＜防災士＞

　・訓練プランの作成、実行時に協力する。

実施時期

1-(2)-①

1-(3)-①

1-(3)-④

1-(3)-⑤

1-(4)-①

1-(4)-②

1-(5)-②

1-(6)-①

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

連携が考えられる
メニュー

標識での水防情報表示

テレビ等を活用した防災情報提供

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどの
ようになるか伝える

１－(４)－④

避難訓練を定期的に実施する

・訓練を行うことで災害時に備える。
・訓練を行うことで、行政と市民の意思疎通を図る。
・訓練を行うことで、日常の備えに不備がないか確認する。
・防災意識の向上を図る。

毎年出水期前

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベント
や公民館活動で防災教育を実施

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

マイ防災マップの作成と活用

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

具体的な行動内容

項目：（４）防災教育の実施
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・区長会等で地域の防災意識向上のための取り組みを行う。

　・他地域における自主防災組織に関する情報の収集と市民への情報提供。

　・組織づくりに向けた会議等における支援や人的支援。

　・組織結成後の行政との連携とフォローアップ。

＜市民＞

　・組織づくりに向けた情報の収集。

　・具体的な組織づくりと連絡網等、ネットワークの構築。

実施時期

1-(2)-①

1-(2)-②

1-(3)-④

1-(3)-⑤

1-(4)-①

1-(4)-③

1-(5)-②

1-(6)-①

防災士の活用

安全に暮らせるまちづくりを考える

連携が考えられる
メニュー

標識での水防情報表示

テレビ等を活用した防災情報提供

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどの
ようになるか伝える

１－(５)－①

自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に広める

・市民一人ひとりが災害について学び、意識を持つためのきっかけ
　を作る。
・行政主体の受動的な防災活動から能動的な防災活動へ導く。

年間を通じていつでも

出水時の映像や写真を編集し、市民に見てもらう機会を
作る

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

マイ防災マップの作成と活用

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

具体的な行動内容

項目：（５）組織づくり
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、防災士 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・地域における防災士の人数、所在等を確認する。

　・防災士と行政の連絡網の構築。

　・連携、協力体制を確立する。

＜防災士＞

　・防災士を養成する講座を開催する。

　・行政との連携、協力体制の確立。

　・防災士の存在や活動内容について市民へPRする。

　・市民のリーダーとして避難訓練や防災教育等への活動に参加する。

実施時期

1-(2)-①

1-(2)-②

1-(3)-①

1-(3)-②

1-(3)-③

1-(3)-④

1-(3)-⑤

1-(4)-①

1-(4)-②

1-(4)-③

1-(4)-④

1-(5)-①

1-(6)-①

連携が考えられる
メニュー

１－(５)－②

防災士の活用

・専門的な見地から防災について様々なアドバイスを求める。
・地域のリーダーとして、市民の防災意識向上に向けた活動
　に参加する。

－

安全に暮らせるまちづくりを考える

テレビ等を活用した防災情報提供

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

災害時、市民すべてに防災情報を提供できる仕組みづく
り

避難訓練を定期的に実施する

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

マイ防災マップの作成と活用

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に
広める

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

標識での水防情報表示

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどの
ようになるか伝える

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベント
や公民館活動で防災教育を実施

出水時の映像や写真を編集し、市民に見てもらう機会を
作る

具体的な行動内容

項目：（５）組織づくり
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上
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メニュー

目　的

行動の主体 市民、行政、学識者 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・既往災害等から災害危険地域等を調べる。

　・災害危険地域等を考慮に入れ、安全に暮らせるまちづくりについて考える。

　・安全に暮らせるまちづくりについての考え方を整理し、今後のまちづくりの

　　参考にしてもらう。

＜行政＞

　・まちづくりを考える際の参考とする。

＜学識者＞

　・必要に応じて、とりまとめのアドバイス等を行う。

実施時期

1-(1)-①

1-(2)-①

1-(2)-②

1-(3)-①

1-(3)-②

1-(3)-③

1-(3)-④

1-(3)-⑤

1-(4)-①

1-(4)-②

1-(4)-③

1-(4)-④

1-(5)-①

1-(5)-②

災害時、市民すべてに防災情報を提供できる仕組みづく
り

過去の災害の状況を聞き取り、資料に取りまとめる

出水時の映像や写真を編集し、市民に見てもらう機会を
作る

避難訓練を定期的に実施する

－

１．安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上（関連メニュー）

災害時における防災拠点を作る。既存防災拠点の見直し

マイ防災マップの作成と活用

テレビ等を活用した防災情報提供

学校の授業で、過去の災害等も踏まえ、災害時にはどの
ようになるか伝える

自主防災組織づくりを行い、防災に対する知識を市民に
広める

１－(６)－①

安全に暮らせるまちづくりを考える

・城原川の現在の状況を考慮に入れた、安全に暮らせるまちづくりにつ
いて考える。
・安全に暮らせるまちづくりについての考え方を整理し、今後のまちづ
くりの参考にしてもらう。

防災（避難）行動計画を地域ごとに立てる

連携が考えられる
メニュー

標識での水防情報表示

防災士の活用

災害に備える知識や意識を向上させるため地域イベント
や公民館活動で防災教育を実施

防災情報の共有・周知と、防災情報伝達訓練の実施

具体的な行動内容

項目：（６）安全に暮らせるまちづくり
コンセプト：１．安全に暮らせる基盤づくり

と地域防災力の向上

 



 35

 

２）「自然豊かで多様な生物の生息空間の保全」 

に関するアクションプラン 
 
 
「自然豊かで多様な生物の生息空間の保全」では、瀬や淵、干潟環境からなる生態

系と草堰やヨシ原が織りなす川の風景を保全・再生する川づくりを目指します。この

ため、「自然豊かで多様な生物の生息空間の保全」を行うための取り組みをアクショ

ンプランにまとめました。 

 

 

 

■「自然豊かで多様な生物の生息空間の保全」に関するアクションプラン 

コンセプト

(1) 川らしい多様な環境の保全と復元 ①
城原川らしさを捉えるため、植生を把握し河川環境の現状をとりまと
める

② 城原川らしさを維持するための維持管理方法づくり

(2) 今ある保全すべき環境を守る仕組み ① 学校や公民館と連携した環境学習実施、サポート

② 環境学習ができる場所づくり

③ 城原川の環境をＰＲする資料づくり

(3) 住民と川との関わり再生 ① 市民と行政一緒になって城原川を守る活動

②
かつての城原川にどのような生物や植生があったか調べ、とりまと
め、その再生について検討する

③ かつて、城原川とどのように関わっていたか調べ、まとめる

(4) 従来の水循環の再生 ① 水の使われ方を調べ、生物・生態系との影響について、まとめる

項目 メニュー

２．自然豊かで多様な生物の
生息空間の保全
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メニュー

目　的

行動の主体 市民、行政、学識者 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・城原川らしさを捉えるために河川環境の現状などについて話し合いなどを行う。

　・河川環境の現状をとりまとめる。

＜行政＞

　・これまでの調査内容を情報提供し、話し合いに参加する。

　・話し合いの場でのアドバイスを学識者等に依頼する。

　・とりまとめの作業に協力する。

＜学識者＞

　・話し合いの場でのとりまとめのアドバイスを行う。

実施時期

2-(1)-②

2-(2)-①

2-(2)-③

2-(3)-③

3-(1)-①

3-(1)-②

２－(1)－①　

城原川らしさを捉えるため、植生を把握し河川環境の現状をとりまとめ
る

・河川環境の現状を知ることにより、保全すべき環境などを検討するた
めの基礎資料とする。

年間を通じていつでも

連携が考えられる
メニュー

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

城原川らしさを維持するための維持管理方法づくり

学校や公民館と連携した環境学習実施、サポート

城原川の環境をＰＲする資料づくり

かつて、城原川とどのように関わっていたか調べ、まと
める

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

学校授業や公民館行事などで、昔の川のことを伝える

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

具体的な行動内容

項目：（１）川らしい多様な環境の
保全と復元

コンセプト：２．自然豊かで多様な生物
の生息空間の保全



 37

メニュー

目　的

行動の主体 市民、行政、学識者 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜市民＞

　・川の保全すべき環境、復元すべき環境などを考える。

　・具体的な維持管理方法を考える。

＜行政＞

　・城原川らしさを捉えるための話し合いに参加する。

　・考える際のアドバイスを学識者等に依頼する。

　・具体的な維持管理方法を検討する。

　・学識者のアドバイスを受けて市民も参加した形での維持管理を進める。

＜学識者＞

　・城原川の植生、保全すべき環境、復元すべき環境などを検討する。

　・結果をもとに城原川にとって最適な維持管理方法を検討する。

　・市民に向けて維持管理方法のアドバイスを行う。

実施時期

2-(1)-①

2-(3)-①

2-(3)-②

2-(3)-③

3-(2)-②

3-(2)-③

2－（1）－②

城原川らしさを維持するための維持管理方法づくり

・城原川らしさとは何かを考える。
・城原川らしさを維持する管理方法を検討する。

年間を通じていつでも

親水施設などを整備する

連携が考えられる
メニュー

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

城原川らしさを捉えるため、植生を把握し河川環境の現
状をとりまとめる

かつての城原川にどのような生物や植生があったか調
べ、とりまとめ、その再生について検討する

かつて、城原川とどのように関わっていたか調べ、まと
める

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善する

市民と行政一緒になって城原川を守る活動

具体的な行動内容

項目：（１）川らしい多様な環境の
保全と復元

コンセプト：２．自然豊かで多様な生物
の生息空間の保全
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メニュー

目　的

行動の主体 学校、行政、市民、学識者 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜学校＞

　・授業で城原川を活用したカリキュラムを作成する。

　・授業の中で城原川をフィールドとした環境学習を行う。

＜行政＞

　・学校が城原川をフィールドとした環境学習を取り入れやすいよう情報を提供する。

　・公民館での市民講座や高齢者講座などに取り入れてもらえるよう働きかける。

　・講師として授業や市民講座へ参加する。

　・川のことを教える達人を育成する講座を開催し、指導者を育成する。

　・指導者を活用してもらえるような仕組みづくりを行う。

＜市民・学識者＞

　・講師として授業や市民講座へ参加する。

実施時期

2-(1)-①

2-(2)-③

2-(3)-①

2-(3)-②

2-(3)-③

3-(1)-①

3-(1)-②

２－(2)－①　

学校や公民館と連携した環境学習実施、サポート

・授業や市民講座を通じ、城原川の環境について市民に関心を
　持ってもらう。
・多くの市民に城原川への関心を持ってもらい、川を大事にす
　る市民の輪を広げる。

年間を通じていつでも

学校授業や公民館行事などで、昔の川のことを伝える

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

連携が考えられる
メニュー

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

城原川らしさを捉えるため、植生を把握し河川環境の現
状をとりまとめる

城原川の環境をＰＲする資料づくり

市民と行政一緒になって城原川を守る活動

かつての城原川にどのような生物や植生があったか調
べ、とりまとめ、その再生について検討する

かつて、城原川とどのように関わっていたか調べ、まと
める

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

具体的な行動内容

項目：（２）今ある保全すべき環境
を守る仕組み

コンセプト：２．自然豊かで多様な生物
の生息空間の保全
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メニュー

目　的

行動の主体 市民、学校、行政 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜市民＞

　・川を利用した環境学習で何を学べるか、どこで学べるかを考える。

　・既存施設も含めて城原川の環境学習を実施する場所を検討する。

　・地域固有の遊びの要素を取り入れ、川を利用したプランを作る。

　・試験的に実施してみる。

＜学校＞

　・川を利用した授業等の学習計画プログラムを検討する。

＜行政＞

　・環境学習について検討する場を提供する。

　・既存施設の開放や機材提供支援を行う。

　・小中学校との連携を図る。

　・本格的な環境学習実施に向けたモデルプラン検討を行う。

実施時期

2-(3)-①

3-(2)-③

2－(2)－②

環境学習ができる場所づくり

・城原川を環境学習の場として利用することにより、川に関心を
　持って貰う。
・城原川にある既存施設の利用を考える。
・城原川が環境学習のフィールドとして利用できることをＰＲする。

年間を通じていつでも

親水施設などを整備する

連携が考えられる
メニュー

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

市民と行政一緒になって城原川を守る活動

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

具体的な行動内容

項目：（２）今ある保全すべき環境
を守る仕組み

コンセプト：２．自然豊かで多様な生物
の生息空間の保全
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、学識者 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・学識者のアドバイスなどを踏まえて環境マップや冊子の作成を検討する。

　・市民にとってわかりすい環境マップや冊子を作成する。

　・ゴミの投棄など河川環境の問題点も説明する。

＜学識者＞

　・具体的な環境マップや冊子の作成時に生物や植物の選定を行う。

　・市民の意見も取り入れた内容のアドバイスを行う。

実施時期

2-(1)-①

2-(2)-①

2-(3)-①

2－(2)－③

城原川の環境をＰＲする資料づくり

・城原川の環境をPRするための情報を集め一般に公開する。
・多くの市民に城原川の環境について関心を持ってもらう。
・環境を守る意識の向上とマナーアップを目指す。

年間を通じていつでも

市民と行政一緒になって城原川を守る活動

連携が考えられる
メニュー

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

城原川らしさを捉えるため、植生を把握し河川環境の現
状をとりまとめる

学校や公民館と連携した環境学習実施、サポート

具体的な行動内容

項目：（２）今ある保全すべき環境
を守る仕組み

コンセプト：２．自然豊かで多様な生物
の生息空間の保全

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

メニュー

目　的

行動の主体 市民、行政 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・城原川を守る活動に積極的に参加する。

　・「ノーポイ運動」などの継続実施する。

＜行政＞

　・清掃活動や除草作業での資材提供等を行う。

　・「ノーポイ運動」などの継続実施する。

　・城原川を守る活動について啓蒙活動を行う。

　・維持管理に関する市民からの意見を聴取し、活動支援に反映する。

実施時期

2-(1)-②

2-(2)-①

2-(2)-②

2-(2)-③

2-(3)-②

2-(3)-③

3-(1)-②

2－(3)－①

市民と行政一緒になって城原川を守る活動

・市民と行政が一体となった活動を展開することで、川への関わ
　りを深め、市民生活と一体となった城原川の維持管理を目指す。

年間を通じていつでも

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

連携が考えられる
メニュー

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

城原川らしさを維持するための維持管理方法づくり

学校や公民館と連携した環境学習実施、サポート

環境学習ができる場所づくり

城原川の環境をＰＲする資料づくり

かつての城原川にどのような生物や植生があったか調
べ、とりまとめ、その再生について検討する

かつて、城原川とどのように関わっていたか調べ、まと
める

具体的な行動内容

項目：（３）住民と川との関わり再生
コンセプト：２．自然豊かで多様な生物

の生息空間の保全
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メニュー

目　的

行動の主体 市民、行政、学識者 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・かつての城原川にどのような生物や植生があったか考える。

　・かつての城原川を知っている人に聞き取りを行う。

　・とりまとめ作業を行い、保全すべき環境について考える。

＜行政＞

　・考える場へ参加する。

　・考える際のアドバイスを学識者等に依頼する。

＜学識者＞

　・考える際のとりまとめのアドバイスを行う。

実施時期

2-(1)-①

2-(2)-①

2-(3)-①

3-(1)-①

2－(3)－②

かつての城原川にどのような生物や植生があったか調べ、とりまとめ、その再生について検討する

・城原川のかつての姿を調査・分析し、城原川の保全すべき環境を
　把握し、その再生について検討する。
・城原川への市民の関心を高める。

年間を通じていつでも

連携が考えられる
メニュー

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

城原川らしさを捉えるため、植生を把握し河川環境の現
状をとりまとめる

学校や公民館と連携した環境学習実施、サポート

市民と行政一緒になって城原川を守る活動

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

学校授業や公民館行事などで、昔の川のことを伝える

具体的な行動内容

項目：（３）住民と川との関わり再生
コンセプト：２．自然豊かで多様な生物

の生息空間の保全
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メニュー

目　的

行動の主体 市民、行政 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・かつて地域の方々と城原川との関わり方を調べる。

　　例えば、草堰、クリーク、用水樋管等、城原川の水と農業の関わりを調べる。

　・流域に長く住んでいる方などから聞き取りを行う。

　・調査した内容をまとめる。

＜行政＞

　・調査にあたって資料の提供や場所の提供などバックアップをする。

　・調査活動に参加する。

　・まとめの作業に協力する。

　・調査内容をまとめた成果を市民に公表する。

実施時期

2-(1)-①

2-(2)-①

2-(3)-①

3-(1)-①

2－(3)－③

かつて、城原川とどのように関わっていたか調べ、まとめる

・かつて地域の方々が城原川とどのような関わり方をしていた
　のかを知ることで城原川と共に歩んだ地域社会を見つめなお
　す。
・城原川への市民の関心を集める。

年間を通じていつでも

連携が考えられる
メニュー

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

城原川らしさを捉えるため、植生を把握し河川環境の現
状をとりまとめる

学校や公民館と連携した環境学習実施、サポート

市民と行政一緒になって城原川を守る活動

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

学校授業や公民館行事などで、昔の川のことを伝える

具体的な行動内容

項目：（３）住民と川との関わり再生
コンセプト：２．自然豊かで多様な生物

の生息空間の保全

 
 

 



 44

メニュー

目　的

行動の主体 市民、行政、学識者 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜市民＞

　・過去、現在の水の使われ方の違いや利用される範囲の違いなどを考える。

　・水の使われ方が、生物・生態系にどのように関係しているか考え、まとめる。

＜行政＞

　・考える際の資料の提供や場所の提供などバックアップをする。

　・考える場に参加する。

　・まとめの作業に協力する。

　・考えをまとめた成果を市民に公表する。

＜学識者＞

　・考える際のとりまとめのアドバイスを行う。

実施時期

連携が考えられる
メニュー

2－(4)－①

水の使われ方を調べ、生物・生態系との関係について、まとめる

・市民の生活と水の使われ方を調べることで、川の重要性を知る。
・過去と現在の水の使われ方を比較することで、先人の知恵を学び
　今後の川の利活用につなげる。
・水の使われ方が、生物・生態系にどのように関係しているか考え、ま
とめる。

年間を通じていつでも

なし

具体的な行動内容

項目：（４）従来の水循環の再生
コンセプト：２．自然豊かで多様な生物

の生息空間の保全
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３）「ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生」 

に関するアクションプラン 
 

 

「ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生」では、昔、川は人が集う場であり

地域交流の場でした。歴史ある水の文化を次世代に伝え人と川とのつながりを再生し、

人々に親しまれる川づくりを目指します。 

このため、「ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生」を行うための取り組み

をアクションプランにまとめました。 

 

 

■「ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生」に関するアクションプラン 

コンセプト

(1) 地域の気運を高める ① 学校授業や公民館行事などで、昔の川のことを伝える

② 城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

③ 地域資源を調べ、活かすことを話し合う場づくりをする

④ 城原川に地域外の人を呼び込む

⑤ マスコミ等を活用し、城原川のＰＲを行う

⑥ 市民が親しめる城原川の景観づくりを行う

(2) 施設の活用 ① 川遊びのための知識を学ぶ

② 今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善する

③ 親水施設などを整備する

(3) 仕組みづくり ① 子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづくり

② 川で活動する子どもたちの組織づくり

③ 川での指導者を育成する

メニュー項目

３．ひとびとの生活と城原川
とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 学校、市民、行政 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜学校＞

　・授業の中の一環として子どもたちに昔の川について教える。

　・校内行事の一環として川について考える時間を設ける。

＜市民＞

　・子どもや孫に昔の城原川について語り継ぐ取り組みを実施する。

　・公民館活動の中で地域の子どもたちに昔の城原川について語り継ぐ取り組み

　　を実施する。

＜行政＞

　・学校や公民館などが昔の城原川について話をする際の資料等を準備する。

　・学校や公民館などが昔の城原川について話をする際に講師として参加する。

　・市民講座等、主催する行事において昔の城原川について語る時間を設ける。

実施時期

3-(1)-②

3-(1)-③

3-(1)-⑥

2-(1)-①

2-(2)-①

2-(3)-②

2-(3)-③

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

地域資源を調べ、活かすことを話し合う場づくり
をする

市民が親しめる城原川の景観づくりを行う

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

3－(1)－①

学校授業や公民館行事などで、昔の川のことを伝える

・子どもたちが川へ近づくキッカケを作る。
・城原川が地域の資源であるということを伝える。

年間を通じていつでも

連携が考えられる
メニュー 川らしさを捉えるため、研究会の設置

学校や公民館と連携した環境学習実施、サポート

かつての城原川にどのような生物や植生があった
か調べ、とりまとめ、その再生について検討する

かつて、城原川とどのように関わっていたか調
べ、まとめる

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

具体的な行動内容

項目：（１）地域の気運を高める
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 市民、学校、行政 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・今あるイベントとの連携も含め、城原川を使った企画を検討し、実行する。

　・企画の話し合いへの参加を多くの市民に呼びかける。

　・行政や学校と協力しながら城原川を活用する。

＜学校＞

　・授業の一環として城原川を使ったスケッチ大会の開催などを検討する。

　・学校の行事の中に城原川を利用した行事が開催できないか検討する。

＜行政＞

　・市民団体や学校などが城原川を利活用しやすいように支援する。

　・必要に応じてイベント等のサポートを行う。

実施時期

3-(1)-①

3-(1)-③

3-(1)-④

3-(1)-⑤

3-(1)-⑥

3-(2)-①

3-(2)-②

3-(2)-③

3-(3)-①

3-(3)-②

3-(3)-③

2-(1)-①

2-(2)-①

2-(3)-①

3－(1)－②

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

・子どもたちが川と親しむキッカケを作る。
・城原川を地域の資源として利活用する。
・城原川を多くの市民に知ってもらう。

年間を通じていつでも

市民が親しめる城原川の景観づくりを行う

親水施設などを整備する

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

学校授業や公民館行事などで、昔の川のことを伝
える

今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善す
る

市民と行政一緒になって城原川を守る活動

連携が考えられる
メニュー

川での指導者を育成する

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

川らしさを捉えるため、研究会の設置

学校や公民館と連携した環境学習実施、サポート

子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづ
くり

マスコミ等を活用し、城原川のＰＲを行う

川で活動する子どもたちの組織づくり

城原川に地域外の人を呼び込む

地域資源を調べ、活かすことを話し合う場づくり
をする

川遊びのための知識を学ぶ

具体的な行動内容

項目：（１）地域の気運を高める
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・城原川で活動する団体の情報を集め、話し合いへの参加を呼びかける。

　・公民館での市民講座に取り入れてもらえるよう働きかける。

　・話し合いへの参加を多くの市民に呼びかける。

　・市民から出た意見を基に、既存の制度や仕組みを使って城原川をまちづくりに

　　活かせないか検討する。

　・すでに実施している市民講座やイベントを継続的に実施する。

＜市民＞

　・話し合いに参加し、城原川について知っていることやまちへの思いをみんなで

　　共有する。

　・城原川を活かした催しを企画する。あるいは参加する。

実施時期

3-(1)-①

3-(1)-②

3-(1)-④

3-(1)-⑤

3-(3)-①

3-(3)-②

3-(3)-③

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

学校授業や公民館行事などで、昔の川のことを伝
える

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

３－(1)－③　

地域資源を調べ、活かすことを話し合う場づくり

・城原川の魅力を再発見し、まちづくりに活かす。
・多くの市民に城原川への関心を持ってもらい、川を大事にする
　市民の輪を広げる。

年間を通じていつでも

川で活動する子どもたちの組織づくり

川での指導者を育成する

連携が考えられる
メニュー

城原川に地域外の人を呼び込む

マスコミ等を活用し、城原川のＰＲを行う

子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづ
くり

具体的な行動内容

項目：（１）地域の気運を高める
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜行政＞

　・地域外の人々を呼び込むために、城原川を活用した企画を考える。

　・市民と一緒になって地域外の人々を呼び込む企画を考え、実行する。

　・特に既存のお祭りなどを活用し、城原川の魅力を地域外にＰＲする。

＜市民＞

　・地域外の人々を呼び込むための話し合いに積極的に参加する。

　・城原川を活かした催しを企画する。あるいは参加する。

　・特に既存のお祭りなどを活用し、城原川の魅力を地域外にＰＲする。

実施時期

3-(1)-②

3-(1)-③

3-(1)-⑤

3-(1)-⑥

3-(2)-①

3-(2)-②

3-(2)-③

3-(3)-①

3-(3)-②

3-(3)-③ 川での指導者を育成する

3－(1)－④

城原川に地域外の人を呼び込む

・市民以外に城原川に魅力を感じてくれる人を増やす。
・城原川のファンが増え、人々が集うことで地域に活力が生まれ
　る。
　また、地域外の人を招き入れるため、体制を整えることで、清
　掃活動、河川愛護、河川美化に対する意識を高める。

年間を通じていつでも

連携が考えられる
メニュー 今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善す

る

親水施設などを整備する

子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづ
くり

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

川で活動する子どもたちの組織づくり

マスコミ等を活用し、城原川のＰＲを行う

市民が親しめる城原川の景観づくりを行う

川遊びのための知識を学ぶ

地域資源を調べ、活かすことを話し合う場づくり
をする

具体的な行動内容

項目：（１）地域の気運を高める
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜行政＞

　・城原川の利活用に向けた話し合いから、実際の利活用に至るまで、逐一マスコミ

　　等に情報を発信する。

　・ケーブルテレビやホームページなど行政が活用できる媒体でも防災、環境、観光

　　、歴史など、様々な情報をＰＲする。

＜市民＞

　・城原川に関わる情報を収集し、マスコミ等へ情報を提供する。

　・城原川を活かした催しを実施する際には、マスコミ等に情報を発信する。

実施時期

3-(1)-②

3-(1)-③

3-(1)-④

3-(1)-⑥

連携が考えられる
メニュー

3－(1)－⑤

マスコミ等を活用し、城原川のＰＲを行う

・城原川の魅力を地域内外に発信し、まちづくりに活かす。
・多くの人々に城原川への関心を持ってもらう。

年間を通じていつでも

城原川に地域外の人を呼び込む

市民が親しめる城原川の景観づくりを行う

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

地域資源を調べ、活かすことを話し合う場づくり
をする

具体的な行動内容

項目：（１）地域の気運を高める
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、学識者、市民 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・市民や専門家の意見を踏まえながら城原川の景観を計画する。

　・景観に関する市民や学識者による意見交換の場を設ける。

＜学識者＞

　・専門的な見地からより良い城原川の景観づくりについてアドバイスを行う。

＜市民＞

　・景観づくりについての話し合いに参加する。

実施時期

3-(1)-①

3-(1)-②

3-(1)-④

3-(1)-⑤

連携が考えられる
メニュー

３－(1)－⑥　

市民が親しめる城原川の景観づくりを行う

・城原川の魅力が伝わる景観を作ることで、城原川に対して多くの
　人々の関心を集める。
・地域の内外に誇れる城原川をつくる。

－

城原川に地域外の人を呼び込む

マスコミ等を活用し、城原川のＰＲを行う

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

学校授業や公民館行事などで、昔の川のことを伝
える

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

具体的な行動内容

項目：（１）地域の気運を高める
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 市民、学校、行政 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・川遊びのためのこれまでの経験について意見を出す。

＜学校＞

　・生徒指導の中で川遊びの知識を子どもたちに伝える。

　・学内で掲示物等を使って注意喚起を行う。

　・先生たちも川遊びのための知識を学ぶ。

＜行政＞

　・施設点検を行い安全を確認する。

　・川遊びの知識を得るための資料を作成する。

　・市民と話し合う場を設ける。

　・機会があればイベントなどで川遊びのための注意事項を説明する。

実施時期

3-(1)-②

3-(1)-④

3-(2)-②

3-(2)-③

3-(3)-①

3-(3)-②

3-(3)-③

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

城原川に地域外の人を呼び込む

3－(2)－①

川遊びのための知識を学ぶ

・子どもたちが川と親しむキッカケを作る。
・城原川を地域の資源として利活用するための知識を学ぶ。

年間を通じていつでも

川で活動する子どもたちの組織づくり

川での指導者を育成する

連携が考えられる
メニュー

今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善す
る

親水施設などを整備する

子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづ
くり

具体的な行動内容

項目：（２）施設の活用
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜行政＞

　・施設の維持管理について、市民と役割分担する。

　・城原川および周辺の施設の状況・利用頻度など総点検を行う。

　・施設の配置状況や問題点、改善策などについて市民と話し合う場を設ける。

　・市民の意見を反映しながら施設利用のルール作りや施設そのものの改修等を行う。

＜市民＞

　・施設利用についての話し合いに参加し、意見を出す。

　・施設利用および維持管理について協力する。

実施時期

3-(1)-②

3-(1)-④

3-(2)-①

3-(2)-②

3-(2)-③

3-(3)-①

3-(3)-③

2-(1)-②

川での指導者を育成する

3－(2)－②

今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善する

・施設を有効利用する。
・城原川を地域の資源として利活用する。

－

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

城原川らしさを維持するための維持管理方法づくり

連携が考えられる
メニュー 親水施設などを整備する

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

城原川に地域外の人を呼び込む

川遊びのための知識を学ぶ

今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善す
る

子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづ
くり

具体的な行動内容

項目：（２）施設の活用
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・城原川および周辺に必要と思われる施設を検討する。

　・施設設置について市民と話し合う場を設ける。

　・市民の意見を反映しながら施設設置や利用・管理のルール作りを行う。

＜市民＞

　・施設についての話し合いに参加し、意見を出す。

　・施設利用および維持管理について協力する。

実施時期

3-(1)-②

3-(1)-④

3-(2)-①

3-(3)-①

3-(3)-②

3-(3)-③

2-(1)-②

2-(2)-②

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

城原川に地域外の人を呼び込む

川遊びのための知識を学ぶ

子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづ
くり

川での指導者を育成する

3－(2)－③

親水施設などを整備する

・子どもたちが川と親しむキッカケを作る。
・城原川を地域の資源として利活用する。
・城原川を多くの市民に知ってもらい、利用してもらう。

－

連携が考えられる
メニュー

２．自然豊かで多様な生物の生息空間の保全

城原川らしさを維持するための維持管理方法づくり

環境学習ができる場所づくり

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

川で活動する子どもたちの組織づくり

具体的な行動内容

項目：（２）施設の活用
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 市民、行政 実施までの準備期間 短期（１～２年後まで）

＜市民＞

　・意見交換の場を設ける。

　・地域レベルでできることを模索する。

　・川での指導ができるリーダーとなる。

＜行政＞

　・城原川および周辺で活動している市民団体等を把握する。

　・各団体が連携できないか協議する場を設ける。

　・市民から意見を求める場を設ける。

　・市民と各団体が連携できるよう橋渡しをする。

　・川での活動指導者養成講座を開催するなど、人材育成を行う。

実施時期

3-(1)-②

3-(1)-③

3-(1)-④

3-(2)-①

3-(2)-②

3-(2)-③

3-(3)-②

3-(3)-③

親水施設などを整備する

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

地域資源を調べ、活かすことを話し合う場づくり
をする

3－(3)－①

子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづくり

・子どもたちが川と親しむために、まず大人が城原川を知り、
　楽しむ。
・すでに城原川で活動する個々の団体の連携を図る。
・大人が楽しめる仕組みを作ることで、より多くの人たちに城
　原川に親しんでもらう。

年間を通じていつでも

川で活動する子どもたちの組織づくり

川での指導者を育成する

連携が考えられる
メニュー

城原川に地域外の人を呼び込む

川遊びのための知識を学ぶ

今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善す
る

具体的な行動内容

項目：（３）仕組みづくり
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 学校、市民、行政 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜学校＞

　・子どもたちの意見も踏まえながら、保護者や行政と一緒に協議する。

＜市民＞

　・話し合いの場に参加し意見を出す。

　・学校や行政と連携を図る。

　・保護者以外の市民も組織の活動に協力する。

＜行政＞

　・組織づくりについての話し合いの場を設ける。

　・組織運営のアドバイスやバックアップを行う。

　・組織の活動に指導者など人材を派遣する。

実施時期

3-(1)-②

3-(1)-③

3-(1)-④

3-(2)-①

3-(2)-②

3-(2)-③

3-(3)-①

3-(3)-③

3－(3)－②

川で活動する子どもたちの組織づくり

・子どもたちが川と親しみやすくなる。
・組織を作ることで川を利活用しやすくなる。

－

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

地域資源を調べ、活かすことを話し合う場づくり
をする

連携が考えられる
メニュー

子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづ
くり

川での指導者を育成する

城原川に地域外の人を呼び込む

川遊びのための知識を学ぶ

今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善す
る

親水施設などを整備する

具体的な行動内容

項目：（３）仕組みづくり
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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メニュー

目　的

行動の主体 行政、市民、学識者 実施までの準備期間 中期（３～４年後まで）

＜行政＞

　・川での指導者についてどのような資格や指導内容があるかを把握する。

　・専門家等のアドバイスをもらいながら、城原川に最も最適な指導者の内容を検討

　　する。

　・市民向けに講習会等を開催し、指導者の育成に努める。

　・行政も市民と一緒になり、指導者の資格を取り、活動のバックアップをする。

＜市民＞

　・指導者育成の講習会に参加し、資格の取得を目指す。

　・資格保有者は積極的にイベント等に参加し、指導を行う。

＜学識者＞

　・城原川に最適な指導者育成方法についてアドバイスを行う。

実施時期

3-(1)-②

3-(1)-③

3-(1)-④

3-(2)-①

3-(2)-②

3-(2)-③

3-(3)-①

3-(3)-②

3－(3)－③

川での指導者を育成する

・子どもたちが安全に川で活動できるよう指導・監督できる人材を
　増やす。
・市民の中に指導者資格保有者が増えることで城原川に対する関心
　が高まる。

－

３．ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生

城原川を眺め、楽しめる催しを企画、実行する

地域資源を調べ、活かすことを話し合う場づくり
をする

連携が考えられる
メニュー

子どもだけでなく、大人も川を楽しめる仕組みづ
くり

川で活動する子どもたちの組織づくり

城原川に地域外の人を呼び込む

川遊びのための知識を学ぶ

今ある親水施設などを見直し、必要に応じ改善す
る

親水施設などを整備する

具体的な行動内容

項目：（３）仕組みづくり
コンセプト：３．ひとびとの生活と城原川

とのつながりの再生
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「城原川かわづくり」アクションプランは作成して終わりではなく、作成してから

が活動スタートです。 

活動を継続的に行い、活動の輪を広げることによって、「城原川かわづくり」プラ

ンが実現します。 

このため、「城原川かわづくり」アクションプランは公表し、多くの方々へプラン

の周知を行います。 

また、アクションプランは、城原川周辺の地域の方々、行政、学識者等の連携によ

って、できるところから実行に移していくことが大切です。そのため、継続的にフォ

ローアップを行っていきます。 

フォローアップの方法としては、「城原川未来づくり懇談会」のメンバーの方々に

参加して頂き、１年に１回程度「フォローアップ会議」を開催します。 

「フォローアップ会議」では、行政（国、県、市）が、実施状況等について情報を

集め報告しますが、報告にあたっては、活動を行って頂いた市民、団体などの代表者

からの報告を行って頂くなど、より地域の方々が主役となるようにします。 

アクションプランは、できるところから実行に移していき、必要に応じて修正等も

行っていきます。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DO 

 

（活動） 

４．アクションプラン フォローアップ 

PLAN 

（アクショ

ンプラン） 

CHECK 

 

（評価） 

ACTION 

（プランの

見直し） 
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○用語集 
No. 用語 説明 
1 支川

しせん

 他の河川に合流する河川。 

2 流域
りゅういき

 降った雨や雪が川に流れ込む範囲のこと。 

3 幹線流
かんせんりゅう

路
ろ

延長
えんちょう

 水源から河口に至るまでの延長。 
4 扇状地

せんじょうち

 河川が山地から平野に移り、流れがゆるやかになる所に土

砂などの堆積物が積もってできる扇形の地形のこと。 

5 天井
てんじょう

川
がわ

 川底が周辺の土地よりも高い位置にある川のこと。 

6 江湖
え ご

 干潟に水が流れて川の形で残ったもの。 

7 ガタ土
ど

 潮の干満によって海から運ばれてきた細かい粒の土が堆積

したもの。 

8 干拓
かんたく

工事
こう じ

 海を堤防で囲み、水を除いて陸地化する工事のこと。 

9 環濠
かんごう

集落
しゅうらく

 周囲に濠
ほり

をめぐらした集落のこと。排水、防衛などの機能

をもつ。 

10 山岳
さんがく

信仰
しんこう

 山岳を神体、神の宿る場所、あるいは祖
そ

霊
れい

の住む所などと

考え、尊び崇めること。 

11 佐賀藩
さ が は ん

 肥前国にあった外様藩で肥前藩ともいう。鍋島勝茂が初代

藩主であり、鍋島藩という俗称もある。現在の佐賀県、長

崎県の一部にあたり、支藩として小城藩、蓮池藩、鹿島藩

があった。 

12 蓮池藩
はすいけはん

 初代佐賀藩主・鍋島勝茂の三男・直澄が佐嘉郡、神埼郡、

杵島郡、松浦郡、藤津郡を与えられたことに始まる佐賀藩

の支藩。 

13 堰
せき

 農業用水などを取水するため、川をせき止めるための構造

物。 

14 浚渫
しゅんせつ

 河川などの水深を深くするため、水底をさらって土砂など

を取り除くこと。 

15 湛
たん

水
すい

 水が溜まっている状態のこと。 

16 抽
ちゅう

水
すい

植物
しょくぶつ

 根は水中の土壌にあるが、葉や茎の一部は水面から出て生

育する植物のこと。 

17 成富
なりとみ

兵庫
ひょうご

茂安
しげやす

 現在の佐賀県佐賀市鍋島町増田に生まれた佐賀藩の武士。

土木技術者として治水・利水事業に取り組んだことから治

水の神様と呼ばれている。 
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No. 用語 説明 
18 水害

すいがい

防備
ぼう び

林
りん

 水の浸食から河岸を守るとともに、川が氾濫した場合に水

の勢いを弱めて被害を軽減する働きをする竹林。 

19 受堤
うけてい

 野
の

越
こ

しからあふれた水が広がらないよう受け止めるために

造られた堤防。 

20 圃場
ほじょう

整備
せい び

 農業の機械化や用・排水施設の維持管理の負担を減らすた

めに農地の区画を整地・整理すること。 

21 計画
けいかく

高水位
こうすいい

 河川の改修を行う際に目標となる水位。洪水をこの水位以

下で安全に流すよう堤防をつくる。 

22 はん濫
    らん

注意
ちゅうい

水位
すい い

 水防団が出動する目安となる水位。 
23 水系

すいけい

 川とそれに合流する支川、湖沼や池の総称。 

24 河川法
かせんほう

 洪水を防ぐために堤防やダムをつくったり、川の水の利用

を調整したり、河川敷の利用を秩序立てたり、川の水質や

動植物を保護するなど、河川の行政について定めた法律。

25 汽水域
きすいいき

 海水と淡水が混じり合った塩分濃度の低い水域のこと。 

26 ｐＨ 水素イオン濃度を表す指数。液の酸性・アルカリ性の程度

を表すのに使い、中性では７、酸性では７より小さく、ア

ルカリ性では７より大きい。 

27 ＢＯＤ 生物化学的酸素要求量。水中の有機物が微生物の働きによ

って分解されるときに消費される酸素の量のことで、河川

の有機汚濁を測る代表的な指標。 

28 ＳＳ 浮遊物質。水中に浮遊して水に溶けていない物質の総称。

29 ＤＯ 溶存酸素量。水中に溶けている酸素の量。 

30 大腸
だいちょう

菌群数
きんぐんすう

 大腸菌とは環境中に存在するバクテリアの中で主要な種の

一つであり、大腸菌群数は水中に含まれる大腸菌群を数値

化したもの。 

31 全窒素
ぜんちっそ

 水中に含まれる有機および無機の窒素化合物の総量。窒素

はリンとともに水を富栄養化させ、赤潮の原因となる。 

32 全
ぜん

リン 水中に含まれる無機および有機リン化合物中のリンの総

量。 

33 類型
るいけい

 人間の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持する

ことが望ましい行政上の水質の目標。 
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No. 用語 説明 
34 ７５%値

ち

 ＢＯＤなど生活環境の基準に関する判断の方法であり、低

水流量（１年のうち２７５日はこの流量を下回らない流量）

に相当する水質。 

35 土地
と ち

改良
かいりょう

事業
じぎょう

 区画整理や灌漑
かんがい

・排水の整備などを行って農地の生産性を

高める事業のこと。 

36 魚道
ぎょどう

 ダムや堰を造ると魚などの水生生物が上下流に自由に移動

できなくなるため、ダムや堰の横に造る水生生物の通り道

のこと。 

37 菱
ひし

の実
み

 池沼などに生えるヒシ科の水草。デンプンが多く含まれて

おり、茹でるか蒸して食べると栗のような味がする。 

38 超過
ちょうか

洪水
こうずい

 治水対策の目標とした洪水の規模を超える大きな洪水。 

39 浸水
しんすい

想定
そうてい

区域図
く い き ず

 洪水などによって堤防が決壊した場合に浸水が予想される
区域を示した図。 

40 河川
かせん

防災
ぼうさい

ステー

ション 
水防資材の備蓄や水防活動の拠点、災害時の避難場所とし

て活用するための施設。 

41 かくし護岸
ごがん

 川の自然環境を守るためにコンクリートなどの護岸の上に

土を被せ、草などが生えるようにした護岸。 

42 杭
くい

柵工
さくこう

 木杭で柵を作り、石を詰めた伝統的な護岸工法の一種。石

の隙間が魚などの水生生物のすみかになる。 

43 可動堰
かどうせき

 水位調節や洪水の流れの妨げにならないよう、堰板を動か

すことができる堰。 

44 エコロジカルネ

ットワーク 
森林や干潟、藻場

も ば

、河川や河畔林などの自然空間の拠点を

結ぶことによって生物の生育・生息の場を広げ、生物の種

や数を増やす取り組み。エコロジーとは生物と環境の間の

相互作用を扱う学問（生態学）を受け継いだ、文化的・社

会的・経済的な思想や活動の総称。 

45 ユニバーサルデ

ザイン 
大人、子供、男性、女性、高齢者、障害者などに関わらず、

全ての人が利用しやすいように配慮して施設や商品を企

画・設計すること。 
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No. 用語 説明 
46 環境省レッドリ

スト 

我が国で絶滅のおそれがある野生生物のデータ（生態や生

息状況、個体減少の要因など）を取りまとめたリスト 

 

・絶滅危惧ⅠA 類：ごく近い将来における野生での絶滅の
危険性が極めて高いもの 

・絶滅危惧ⅠB類：IA類ほどではないが、近い将来におけ
る野生での絶滅の危険性が高いもの 

・絶滅危惧Ⅱ類：絶滅の危険が増大している種 

・準絶滅危惧：存続基盤が脆弱な種 

 

「環境省 鳥類、爬虫類、両生類及びその他無脊椎動物のレッドリ

ストの見直しについて H18.12.22」、「環境省 哺乳類、汽水・

淡水魚類、昆虫類、貝類、植物Ⅰ及び植物Ⅱのレッドリストの見

直しについて H19.8.3 より」 

47 佐賀県レッドリ

スト 

佐賀県で絶滅のおそれがある野生生物のデータ（生態や生

息状況、個体減少の要因など）を取りまとめたリスト 

 

・佐賀県絶滅：佐賀県ではすでに絶滅したと考えれる種 

・佐賀県絶滅危惧Ⅰ類：絶滅の危機に瀕している種 

・佐賀県絶滅危惧Ⅱ類：絶滅の危険が増大している種 

・佐賀県準絶滅危惧種：存続基盤が脆弱な種 

 

「佐賀県レッドリスト 佐賀県環境生活局 H16.3 より」 
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氏名 分野 所属・役職

大串　浩一郎 河川工学
佐賀大学理工学部都市工学科
環境システム工学　教授

上赤　博文 環境
佐賀自然史研究会事務局長
西九州大学こども学部こども学科准教授

佐藤　悦子 文化
サガテレビ放送番組審議会委員
佐賀文学賞審査員

井手　貞敏 区長会代表 （元）神埼地区区長会副会長

平田　憲一 上流地区代表
神埼市神埼町城原区長
城原祭「きばるさい」実行委員長

新井　豊 中流地区代表 （元）水と緑の郷「猪面」児童公園保存の会会長

中島　賢一 下流地区代表 （元）城原川エンジョイクラブ

原口　尚 佐賀市地区代表 （元）佐賀市自治会協議会　会長

藤永　正弘 NPO NPO技術交流フォーラム　理事

馬原　俊浩 教育委員会
教育委員会事務局
学校教育課教育指導係長

城原川未来づくり懇談会委員一覧

※委員については、「第9回　城原川未来づくり懇談会」時点としている。
※「所属・役職」については、平成２４年３月２１日現在の所属・役職としている。  
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氏名 分野 所属・役職 在籍期間

大串　浩一郎 河川工学
佐賀大学理工学部都市工学科
環境システム工学　教授

第１回～第７回

外尾　一則 都市計画
佐賀大学理工学部都市工学科
都市・社会システム学　教授

第１回～第７回

佐藤　悦子 文化
サガテレビ放送番組審議会委員
佐賀文学賞審査員

第１回～第７回

藤永　正弘 NPO NPO技術交流フォーラム　理事 第１回～第７回

井手　貞敏 区長会代表 （元）神埼地区区長会副会長 第１回

平田　憲一 上流地区代表
神埼市神埼町城原区長
城原祭「きばるさい」実行委員長

第１回～第７回

原口　尚 佐賀市地区代表 （元）佐賀市自治会協議会　会長 第１回～第７回

鶴　廣信 区長会代表 神埼町区長会 会長 第１回

北御門　勇 区長会代表 本告牟田区長 第２回～第７回

川原　洋 区長会代表 （元）千代田町区長会 会長 第１回～第２回

古賀  喜弘 区長会代表 （元）千代田町区長会 会長 第３回～第６回

北原　英雄 区長会代表 千代田町区長会 会長 第７回

志岐　友宏 地方自治体 （元）神埼市 総務課 消防交通係 第１回～第６回

牛島　弘幸 地方自治体 神埼市 総務課 消防交通係 第７回

松永　義彦 地方自治体 神埼市 建設課 建設係 第１回～第７回

合六　文義 地方自治体 （元）佐賀市総務部消防防災室長 第１回～第２回

一番ヶ瀬　昭広 地方自治体 佐賀市総務部消防防災課長 第３回～第７回

オブザーバー
永家　忠司

都市計画 佐賀大学大学院工学系研究科 第３回～第７回

＜第１分科会：安全に暮らせる基盤づくりと地域防災力の向上＞

※「所属・役職」については、平成２４年３月２１日現在の所属・役職としている。
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氏名 分野 所属・役職 在籍期間

上赤　博文 環境
佐賀自然史研究会事務局長
西九州大学こども学部こども学科准教授

第１回～第７回

原　憲義 利水
（元）佐賀県 筑後川土地改良事業推進協
議会事務局長

第１回～第７回

佐藤　悦子 文化
サガテレビ放送番組審議会委員
佐賀文学賞審査員

第１回～第７回

藤永　正弘 NPO NPO技術交流フォーラム　理事 第１回～第７回

原口　尚 佐賀市地区代表 （元）佐賀市自治会協議会　会長 第１回～第７回

中島　賢一 下流地区代表 （元）城原川エンジョイクラブ 第１回～第６回

古川　雅道 環境 佐賀自然史研究会 第２回～第６回

中原　正登 環境 佐賀自然史研究会 第７回

山口　誠治 環境 佐賀自然史研究会 第７回

泉　委佐生 環境 佐賀自然史研究会 第３回～第７回

堤　安信 教育委員会 （元）神埼市教育委員会社会教育課副課長 第１回～第６回

桑原　幸則 教育委員会 神埼市教育委員会社会教育課文化財係 第７回

喜多　浩人 教育委員会 佐賀市国際交流室長 第１回～第７回

中牟田 敏彦 地方自治体 （元）神埼市環境課環境保全係 第１回～第２回

小栁　一寿 地方自治体 （元）神埼市環境課環境保全係 第３回～第４回

野中　一由 地方自治体 （元）神埼市環境課環境保全係 第５回～第６回

太田　秀實 地方自治体 神埼市環境課環境係 第７回

貞島　千寿馬 地方自治体 （元）神埼市建設課副課長 第１回～第４回

緒方　祐次郎 地方自治体 神埼市建設課建設管理係 第５回～第７回

オブザーバー
猪八重　拓郎

都市計画
（元）佐賀大学低平地研究センター
特別研究員

第１回～第２回

オブザーバー
永家　忠司

都市計画 佐賀大学大学院工学系研究科 第３回～第７回

オブザーバー
江島　龍也

環境 佐賀自然史研究会 第２回～第６回

＜第２分科会：自然豊かで多様な生物の生息空間の保全＞

※「所属・役職」については、平成２４年３月２１日現在の所属・役職としている。
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氏名 分野 所属・役職 在籍期間

馬原　俊浩 教育委員会
教育委員会事務局
学校教育課教育指導係長

第１回～第７回

猪八重　拓郎 都市計画
（元）佐賀大学低平地研究センター
特別研究員

第１回～第２回

永家　忠司 都市計画 佐賀大学大学院工学系研究科 第３回～第７回

築山　正純 教育 （元）神埼市校長会会長 第１回～第２回

平野　禎亮 教育 （元）神埼市校長会会長 第３回～第６回

田代　高規 教育 神埼小学校校長 第７回

最　所　 巖 市民グループ （元）CSO神埼運営委員長 第１回～第２回

境　和臣 市民グループ CSO神埼運営委員長 第３回～第７回

吉原　俊樹 市民グループ CSO神埼 第１回～第７回

江頭　愼嗣 市民グループ （元）ユース千代田会長 第１回

新井　豊 中流地区代表
（元）水と緑の郷「猪面」児童公園保存の
会会長

第１回～第６回

中島　賢一 下流地区代表 （元）城原川エンジョイクラブ 第１回～第６回

鵜池　国幸 佐賀地区代表 佐賀市蓮池地区自治会　副会長 第１回～第７回

於保　泰正 まちづくり 風土研究会 第１回～第７回

吉丸　昌利 まちづくり （元）神埼市商工会青年部副部長 第１回～第６回

井上　信介 まちづくり 神埼市商工会青年部部長 第７回

斉藤　博章 まちづくり 神埼市商工観光課商工観光係 第１回～第７回

貞島　正則 地方自治体 （元）神埼市建設課課長 第１回～第４回

甲斐　聴助 地方自治体 神埼市建設課課長 第５回～第７回

＜第３分科会：ひとびとの生活と城原川とのつながりの再生＞

※「所属・役職」については、平成２４年３月２１日現在の所属・役職としている。
 


